
平成  年  月  日 
 
 
国土交通省 ○○地方整備局長 殿 
 
 

重要国際埠頭施設名 
○○第一ターミナル 

重要国際埠頭施設の管理者名      
○○港埠頭公社 

所在地 
○○○ ○市 ○区 ○○○○ 

 
重要国際埠頭施設の制限区域に出入りする事業所の（変更）報告 

 
 別表に掲げる事業所は以下の条件のいずれかに該当するため、当該事業所に所属する者

は “重要国際埠頭施設名”の制限区域に出入りする必要があると認めますので、（変更）

報告します。 
 
 【条件】 
  ①“重要国際埠頭施設名”の制限区域内に事業所が存在すること 
  ②“重要国際埠頭施設管理者”との契約で定めるところにより、“重要国際埠頭施設名”

の制限区域内で業務を行うこと 
③“重要国際埠頭施設名”の制限区域内で輸出入関連業務を行うこと 

（様式１の副申） 



 
別表 
 

事業所名 業種 条件 分類 

株式会社○○荷役機器 荷役機器メンテナンス ② 新規 
    
    
    
 
【備考】 
 ○「事業所名」欄には、略称ではなく正式名称を記入すること。 

○「条件」欄には、①～③のいずれかを記入すること。 
  ①制限区域内に立地すること 
  ②重要国際埠頭施設の管理者との契約で定めるところにより、制限区域内で業務を行

うこと 
③制限区域内で輸出入関連業務を行うこと 

○「分類」欄には、新規、変更又は削除のいずれかを記入すること。 
 


